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１ 筑波山地域ジオパーク基本計画について 

1-1 策定の目的 

筑波山地域ジオパーク基本計画は、「筑波山地域ジオパークが目指す姿」すな

わち筑波山地域ジオパーク推進協議会の達成目標を本協議会の活動理念や行動

指針とともに明文化することで、協議会関係者間の共通認識を図り、効率的で円

滑な業務運営を行うことを目的として策定する。 

 

1-2 筑波山地域ジオパーク基本計画の位置づけ 

筑波山地域ジオパーク基本計画（以下、本計画）は、ユネスコ世界ジオパーク

の理念と指針に基づいて設定された筑波山地域ジオパーク（以下、本ジオパーク）

を活用し、筑波山地域ジオパーク推進協議会（以下、本協議会）が筑波山地域（以

下、本地域）の持続可能な地域づくりを推進するための基本的な運営方針および

中・長期計画として位置づけるものとする。 

本計画は、ユネスコが発行する『国際地質科学ジオパーク計画定款』と『ユネ

スコ世界ジオパーク作業指針』、本ジオパークが正会員として加盟する日本ジオ

パークネットワーク（JGN）の各種指針、日本ジオパーク委員会（JGC）による新

規認定審査及び再認定審査で指摘された課題、そして本ジオパークを構成する

６市が策定する各種保全・振興計画との整合性を考慮して策定した。また、本計

画策定においては、ユネスコ世界ジオパークが推奨するボトムアップ型の意思

決定プロセスを重視し、本協議会関係者を含む様々なステークホルダーの声を

反映させた(下図参照)。 

 

筑波山地域ジオパーク基本計画・アクションプランの位置づけ 
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本計画には、中・長期での行動計画を定めた「筑波山地域ジオパークアクショ

ンプラン（以下、本アクションプラン）」を含む。本アクションプランで各取組

の担当、準備・実施期間を明確にすることで、それらの進捗管理、業務の効率化

と優先順位付けを円滑に進め、本計画に掲げる「筑波山地域ジオパークが目指す

姿」の早期達成を目指す。 

1-3 筑波山地域ジオパーク基本計画の期間 

本計画は、2020 年度の日本ジオパーク再認定後に策定された基本計画

（2021-2028）を、2024年度の再認定を機に、これまでの審査で指摘された課

題、本協議会事務局が慢性的に抱える運営上の課題の洗い出し、それらとその

打開策を反映させることで改めて作成したものである。 

本計画の実施期間は 4年間（2025-2028）で、前基本計画のアクションプラ

ン（後期）の実施期間に相当する。今回の基本計画の大幅な見直しに伴い、既

存のアクションプラン（後期）についても大幅に見直した。 

今回新たに作成した本計画とアクションプランについては、年度ごとに取

組内容の評価を実施し、必要に応じて加筆・修正を行うこととする。 

 

従来の基本計画・アクションプランの期間 

 

新たな基本計画・アクションプランの期間 
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1-4 SDGsの達成に向けた取組 

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現させる

ため、2030年までを期限とする 17の持続可能な開発目標（SDGs; Sustainable 

Development Goals）が、2015年９月の国連総会において採択された。 

 
持続可能な社会の実現のための 17の開発目標 

 日本は、以下に示す５つの実現指針を掲げ、実施体制の強化とステークホルダ

ー間の連携を進めながら、自発的な国家レビューのもとで国際社会での議論・取

組を主導することを目指している。 

１ 持続的な経済・社会システムの構築 

「新しい資本主義」の下、持続的な成長と安心・幸せを実感できる経済社会構造を構築する。 

２ 「誰一人取り残さない」包摂社会の実現 

多様性が尊重され、すべての人が力を発揮できる包摂的な社会を実現する。 

３ 地球規模課題への取組強化 

気候変動、生物多様性の損失及び汚染への取組及びグローバル・ヘルスを推進する。 

４ 国際社会との連携・協働 

国際社会全体で包括的に SDGsを達成するための貢献を強化する。 

５ 平和の持続と持続可能な開発の一体的推進 

人間の安全保障開発・平和の連携（ネクサス）に留意しつつ、「人間の尊厳」の理念の下、

人道・開発・平和を中心に置いた開発協力を推進する。 

本協議会では、これらの理念と行動指針を本計画・アクションプランの策定に

取り入れることで、世界共通の目標達成への貢献を見据えた持続可能な地域づ

くりを推進し、その達成に欠かせない人財育成や多様な主体とのパートナーシ

ップで支えられた地域ネットワークの構築を目指す。  
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２ ジオパークとは 

2-1ジオパークの理念 

2015 年に策定された『ユネスコ世界ジオパーク作業指針』によると、ジオ

パークとは地球科学的意義のあるサイトや景観が、保全、教育、持続可能な開

発の全てを含んだ総合的な考え方によって管理された、一つにまとまったエ

リアのことを指す。ジオパークでは、エリア内の貴重な地質遺産やそれらと関

連する様々な自然・文化遺産の価値を可視化し、その重要性を高めることで、

地域住民が地域に誇りをもち、地域コミュニティの連携を深めることを目的

としている（なお、ここで言う地質・自然・文化遺産とは、地球の歴史が刻ま

れた地形・地質、それらと関連した生命の営みがわかる生物的な自然遺産、人

間の営みがわかる有形・無形の文化遺産のことを指す）。次に、各遺産の保全

やジオツーリズム等の持続可能な開発を進めることで、人財育成、新たな雇用

の推進、地域経済の活性化の実現を目指している。同時に、現在の国際社会が

直面する重要課題（地球資源の持続可能な利用等）に気づき、理解することを

目的としている。 

以上をまとめると、ジオパークでは、ジオパークの理念と行動指針をもとに、

地域の宝となる地域資源（主に、地質・自然・文化の各遺産）を守る必要があ

る。ジオパークでは、保全・教育・持続可能な開発の３つが、エリア内で様々

な取組を推進する際の主要な柱となっている。地域資源を守り、それらを教育

や持続可能な開発（主に、観光）に活用し、地域内の人財育成や地域経済の活

性化、ひいては持続可能な地域づくりを達成することを目標としている。 

 

ジオパーク活動における３つの柱 
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2-2 ジオパークの位置づけ 

2025 年 11 月現在、日本国内には 48 地域の日本ジオパークが存在しており、

そのうち 10地域は、ユネスコが認定するユネスコ世界ジオパークに認定されて

いる。ユネスコ世界ジオパークは、2025年４月現在、50の国と地域に 229存在

している。日本ジオパークの新規認定・再認定審査は、ユネスコ世界ジオパーク

加盟国の国内委員会の一つに承認されている日本ジオパーク委員会（JGC）が担

う。日本ジオパークへの新規認定を希望する地域は、まず日本ジオパークネット

ワーク（JGN）に準会員として加盟する必要があり、日本ジオパークへの新規認

定後は、正会員として加盟・所属することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界および日本のジオパーク運営に関わる主な機関・団体 
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2-3 ジオパークの主な認定基準 

『ユネスコ世界ジオパーク作業指針』では、ユネスコ世界ジオパーク認定

における主要な認定基準として以下の項目を掲げている。ユネスコ世界ジオ

パークに準じている日本ジオパークは、これらの基準に準じて新規認定・再

認定審査が行われている。 

➢ 国際的に重要な地質遺産（地形・地質）を有し、それらが保護されるとと

もに教育や観光等を通して活用されている、明確な境界線を持つ単一の地

域であること。 

➢ 地質遺産とそれに関連する自然・文化遺産を、国際社会が直面する重要課

題（自然災害、気候変動、地球資源の持続的利用等）への意識向上のため

に活用している。 

➢ 法的位置づけのある管理運営団体を有しており、その団体が、エリア全体

をしっかり管理できる能力（組織体制や財政計画）を持っている。 

➢ 世界遺産や生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）等、ユネスコが登録・

認定する他のユネスコ事業とは異なる付加価値を提供できる。 

➢ ジオパークの重要なステークホルダーである地域住民（先住民を含む）の

知恵や慣習、彼らの社会的・経済的ニーズ、地域の景観や文化的アイデン

ティティの保全の観点が運営管理計画に反映されている。 

➢ ジオパークネットワークの一員として、自身の経験や取組等をネットワー

ク内で共有し、ネットワークの活性化と質の向上に貢献できる。 

➢ 法的に保護されている地質遺産を積極的に保全し、次世代へつないでいく

ことができる。化石や鉱物等、装飾用の地質学的物品の売買に関わってい

ない。 
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３ 筑波山地域ジオパークの概要 

本ジオパークは、茨城県中南部に位置する石岡市・笠間市・つくば市・桜川市・

土浦市・かすみがうら市の６市エリアで構成される。本ジオパークは、東京都心

から 45～100km圏内に位置し、首都圏から近く、高速道路、鉄道及び航空路線に

よる交通の利便性が高いという特徴を持つ。 

 

筑波山地域ジオパークの位置とエリア、エリア内の 3つのゾーン 

このエリアは、筑波山を含む筑波山塊全域とその北方にある鶏足山塊の一部

を含む山のエリア、霞ヶ浦（西浦）と出島半島沿岸からなる湖のエリア、両者を

取り囲むように広がる関東平野のエリアに大きく分けられる。本ジオパークで

は、これら３つの大地形で構成されるエリアをそれぞれ「筑波・鶏足山塊ゾー

ン」・「霞ヶ浦ゾーン」・「山と湖をつなぐ平野ゾーン」と名づけ、それぞれのゾー

ンで見られる代表的な地質遺産、自然遺産と有形・無形の文化遺産を、本地域の

ジオパーク活動に活用している。 

 

基本データ 

面積 1,199.2 km2    

人口 617,185人 

（2025年 10月１日現在の常住人口） 

認定年月日 2016年９月９日 

（2025年１月 27日再認定） 
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3-1筑波山地域ジオパークの地質・自然・文化遺産 

（１） 地質遺産（付表１参照） 

筑波山塊は、標高 900m未満の山々がアルファベットの Cの文字を描くよう

に連なった山地で、日本百名山の一つである筑波山や修験道の歴史が色濃く

残る加波山を含む。その地質は、中生代ジュラ紀に形成された付加体（以下、

ジュラ紀付加体）に貫入した中生代白亜紀後期～新生代古第三紀（約８千万年

～６千万年前）の深成岩類と、その影響でジュラ紀付加体が熱変成を受けてで

きた変成岩類で、これらは九州から関東まで連続的に分布する領家帯の深成

岩・変成岩類の東方延長であると考えられている。筑波山塊の北方に位置する

鶏足山塊は、標高 600m未満の低山が西南西～東北東方向に直線状に連なった

山地で、ヤマザクラの群生地として有名な高峯や、山岳信仰の歴史が色濃く残

る富谷山を含む。これらの山々の地質は、筑波山塊の変成岩の母岩（原岩）と

同じジュラ紀付加体で、その中には古生代後期に形成された石灰岩塊が含ま

れている。これら両山塊の地質には、古生代後期～ジュラ紀の海洋プレート

（太平洋プレート）上での様々な堆積岩の形成、海洋プレートの沈み込みに伴

う大陸プレート縁辺（ユーラシアプレート東縁）での付加体の形成、大陸プレ

ート内でのマグマの生成と上昇といったダイナミックな地球の変動の歴史が

刻まれている。 

関東平野と霞ヶ浦の地形・地質からは、後期更新世以降（特に数十万年前以

降）の氷期・間氷期サイクルに伴う気候・海水準変動の歴史をひも解くことが

できる。関東平野は、１都６県に広がる日本最大の平野である。本ジオパーク

周辺では、この平野は筑波・鶏足山塊と同様の地質からなる堅固な基盤に支え

られており、その上には、主に後期更新世以降の海成または陸成の未固結堆積

物が厚さ 1㎞以上にわたって堆積している。これらの堆積物の中には、筑波・

鶏足山塊の山々の風化・侵食でできた土砂、この地域が「古東京湾」とよばれ

る内湾だった間氷期に海底で沈積した二枚貝等の化石、周囲の浅間山や赤城

山等の火山活動がもたらした火山灰、氷期に河川が上流から供給したレキ等

が含まれる。 

関東平野に取り囲まれた霞ヶ浦は、国内で２番目に広い湖面積をもち、その

平均水深は４mと非常に浅い。この湖は海跡湖で、最終氷期にこの地域を流れ

ていた古鬼怒川等の大きな河川の削り込みによって形成された谷地形が、そ

の後の縄文海進期の海面上昇に伴って供給された土砂による埋積で形成され

た。また、もともと霞ヶ浦は関東平野の一部であることから、その湖底や周辺

には関東平野と同様の地質を見ることができる。この湖はかつて汽水域であ

ったが、1963 年の常陸川水門竣工以降、飲料水や農業用水確保のための淡水
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湖へと改変された歴史を持っている。 

 

（２） 地形・地質を除く自然遺産（付表２参照） 

本ジオパークのエリアは、水郷筑波国定公園の筑波地域全域（筑波山塊北西部

～南部）・水郷地域（霞ヶ浦沿岸）の一部と重複しており、これらの範囲は自然

公園法によって保護されている。また、筑波山塊北東部の山々が吾国愛宕県立自

然公園に、鶏足山塊南方の笠間盆地内に位置する佐白山周辺が笠間県立自然公

園にそれぞれ指定されており、これらも同法により保護されている。 

本ジオパークでは、筑波山頂を含む水郷筑波国定公園特別地区に含まれるブ

ナやミズナラ等の落葉広葉樹の森林生態系、茨城県指定天然記念物の椎尾山薬

王院の樹叢を含むスダジイやタブノキ等の常緑広葉樹の森林生態系、国指定天

然記念物の桜川のサクラに代表される里山（二次林）の森林生態系、そして、関

東平野を流れる河川や霞ヶ浦・牛久沼の沿岸に見られ、複数の絶滅危惧種を含む

湿地生態系の４つを、本ジオパークの自然遺産と位置づけている。これらの生態

系の中で、現在筑波山塊の山頂近くに分布する落葉広葉樹の森林生態系は、今か

ら約２万年前の最終氷期には、ふもとの平野部まで広がっていたと考えられて

いる。また、この生態系を特徴づけるツクバハコネサンショウウオは、環境省に

よって 2015年に国内希少野生動植物種に指定された。一方、筑波山塊中腹に広

がる常緑広葉樹からなる森林生態系は、約７千年～６千年前の温暖な時代（縄文

海進期）の名残と考えられている。霞ヶ浦に生息するワカサギやシラウオは、本

来海水～汽水域に生息しているが、長い年月をかけた霞ヶ浦の淡水化という環

境変化に適応した珍しい魚として知られる。このように、本地域の生物・生態系

の特徴は、本地域における過去の気候・海水準変動を語る上で重要である。 

 

（３） 有形文化遺産（付表２参照） 

筑波・鶏足山塊とその麓には、日本の山岳信仰の歴史を今に伝える神社仏閣が

多く存在する。これらの本殿や拝殿、本堂等は、花こう岩や斑れい岩でできた巨

石・奇岩が露出する場所や、湧水・小さな滝が隣接する場所に建てられているこ

とが多くこれらの場所は古くから修験者の霊場、禊等の清めや滝行等の場とし

て利用されてきた。 

筑波山塊の山々は、万葉集や常陸国風土記にもたびたび登場する。こうした歴

史の古さから、筑波山は標高 1,000m未満の山の中で唯一『日本百名山』に選ば

れている。また、これらの山々のふもとに広がる関東平野には、古代常陸国の歴

史を語る国衙や郡衙の関連遺跡が複数残されている。さらに霞ヶ浦沿岸には、当

時の権力者の存在を語る巨大な古墳が今も数多く残され、これらは国・県・市の
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指定文化財となっている。 

鎌倉時代、奈良西大寺の忍性による律宗の布教とともに、この地域には高い

石材加工技術がもたらされた。これらは、筑波山塊の花こう岩と結びつき、こ

の地域で石造物づくりの文化を育んだ。筑波山南方の宝篋山周辺に残る忍性

ゆかりの石造物や東城寺周辺に残る同時代の石造物の一部は、こうした歴史

を現在に伝えるものとして県・市の文化財に指定されている。 

本地域には、真壁城跡や小田城跡に代表される戦国時代以降の城跡が残っ

ており、これらの城跡はともに国指定文化財になっている。また、城下町とし

て栄えた真壁や土浦、江戸時代に徳川幕府の庇護を受けた中禅寺（現在の筑波

山神社）の門前町として栄えた北条の町並みには、その当時の面影が今も残っ

ており、複数の建造物が国指定登録有形文化財になっている。 

その他にも、霞ヶ浦沿岸での縄文時代の人々の暮らしが分かる上高津貝塚

や、本地域の自然災害の歴史と人々の営みがわかる災害遺構等も、本地域での

自然と人の繋がりを教えてくれる有形文化遺産である。 

 

（４） 無形文化遺産（付表２参照） 

本ジオパークを代表する無形文化遺産には、本地域の石・土・水や地域特有

の気候や風土に根差したものが多い。まず、石に関わる代表的なものとして、

加波山の花こう岩を使った真壁石燈籠づくりにおける 18の伝統的技術・技法

が挙げられる。真壁石燈籠は 1995年に国の伝統的工芸品に選ばれており、江

戸時代から受け継がれるその技術・技法は、現在 14名の伝統工芸士によって

守られている。次に、土に関わる代表的なものは、江戸時代から続く笠間焼の

釉薬技術・技法である。筑波山塊の花こう岩の風化土壌から生成された粘土を

用い、素朴で風情ある外観を持ったこの焼き物もまた、国の伝統的工芸品に選

ばれている。次に、水に関わる代表的なものは、霞ケ浦の帆引網漁の技術であ

る。これは、明治時代に霞ヶ浦で発明された帆引き船（帆曳船）を使ってワカ

サギやシラウオを採るための船の操業技術のことを指す。この漁法と技術は

昭和の時代に途絶えたものの、その後観光資源として復活し、現在「霞ヶ浦の

帆引き船・帆引き網漁法保存会」、「土浦帆曳船保存会」と「行方市帆引き船保

存会」によって継承されている。また、2018 年には国により「記録作成等の

措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択された。 

本地域には、この地域の気候・風土と調和した茅葺き民家が多く残されてい

る。特に本地域の中心に位置する八郷盆地では、それらが伝統的な農村文化景

観を形成しており、この地域は「にほんの里 100選」に選ばれている。これら

の茅葺き民家の屋根をつくるための「茅採取」は、国の選定保存技術になって
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いる。また、「茅葺き」と「伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための伝

統技術」は、ともにユネスコ無形文化遺産に認定されている。本ジオパークでは、

茅採取、筑波流とよばれる本地域特有の茅葺き技術と茅葺き民家での人々の暮

らしを「茅採取・筑波流茅葺きの営み」の名称で無形文化遺産に指定している。 

その他、関東地方で唯一の「砂と粘土を用いた梵鐘づくり」、茨城県内で唯一

残っている「水車を使った杉線香づくり」や「八郷いぶし瓦づくり」、筑波山と

言えば欠かせない芸能「がまの油売り口上」等、本地域らしさを伝える無形文化

遺産が複数存在している。 

 

3-2 筑波山地域ジオパークのテーマと 7つのジオストーリー 

（１） テーマ 

本ジオパークのメインテーマは「関東平野に抱かれた山と湖～自然と人をつ

なぐ石・土・水～」である。本ジオパークは、筑波山塊と鶏足山塊からなる山の

ゾーン、霞ヶ浦（西浦）とその周辺を含む湖のゾーン、そして山と湖をつなぐ平

野（関東平野）のゾーンから構成されている。メインテーマでは、これらの大地

形が織りなすのどかな景観を空から俯瞰した様子を表現している。 

 

筑波山地域ジオパークエリアの一体性を表現したジオアート 

サブテーマは、この地域に残る自然と伝統的な人々の営みの多くが、地形・地

質の構成要素となる石・土・水の特性と深く関わっていることを表している。例
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えば、本地域の伝統的な農業や漁業、醸造業や石材業は、まさに本地域の大地

の石・土・水がなければ成り立たない産業である。まずは、こうした地場産業

を知ることをきっかけに、本地域の地形・地質の重要性を理解してほしいとい

う願いが、サブテーマに込められている。 

 

（２） ７つのジオストーリー 

本ジオパークのテーマは、本地域らしさの象徴である自然景観を俯瞰的に

表現したものであり、サブテーマはそれらの構成要素と人間の営みとの繋が

りを示唆するものであった。しかしながら、これらのテーマだけでは、本地域

の原風景となる自然景観や文化景観がどのように形成されてきたのかを知る

ことができない。例えば、山のエリアを構成する岩石には、数億年スケールで

の地球表層のダイナミックな変動の歴史が刻まれている。また、平野や湖のエ

リアに残る地層には、数十万年スケールでの地球上の気候・海水準変動の歴史

が刻まれており、同様の歴史が本地域の森林や湖沼の生態系の中にも残され

ている。 

本協議会は、本地域の自然景観に隠された地球の歴史や本地域の人々が

様々な営みを通じて育んできた文化景観を本地域ならではアイデンティティ

すなわち本地域らしさであると考えている。そして、これらの地域らしさを以

下に示す７つのジオストーリーで表現し、出前授業や生涯学習講座、ジオツア

ー等を通じ、地域住民や訪問客等に分かりやすく紹介するとともに、観光冊子

や現地解説板を整備することで、幅広い普及・啓発に取り組んでいる。 

 

１ 筑波山は、火山のようで火山じゃない！ 

２ 筑波・鶏足山塊で海洋プレートの動きを探れ！ 

３ 海から川、そして湖へと姿を変えた霞ヶ浦 

４ 南方系と北方系の動植物がともに生きる筑波山塊 

５ 後世に伝えよう！蛇行河川の脅威と恵み 

６ 信仰と文学を育む神秘の山、筑波山 

７ 筑波山地域の産業の発展を支えた石・土・水 

 

 ジオストーリー１では、筑波山の山頂～中腹をつくる斑れい岩と中腹から下

をつくる花こう岩の特徴・特性が、火山のような筑波山の山容や、筑波山麓での

大地の恵み（福来みかんの栽培等）と脅威（山津波とよばれる土石流災害等）に

深く関連していることを紹介している。 

ジオストーリー２では、約２億５千万年～６千万年前の海洋プレートの大
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移動と沈み込み、沈み込みに伴うマグマの生成と上昇の歴史が筑波山塊と鶏足

山塊をつくる岩石に刻まれており、それらは日本列島や日本海の形成の歴史に

も関係していることを紹介している。 

ジオストーリー３では、本地域周辺での関東平野と霞ヶ浦の成り立ちの歴史

を紹介し、それらの地形・地質が数十万年前から現在にかけての氷期・間氷期サ

イクルに伴う気候・海水準変動や火山活動の歴史を記録していることを紹介し

ている。 

ジオストーリー４では、筑波山塊に残る森林生態系が過去の気候変動・海水準

変動の歴史を語ってくれるだけでなく、これらの生態系の維持に筑波山特有の

地形や気象条件、地理的分布が関係していることを紹介している。 

ジオストーリー５では、桜川や小貝川等の蛇行河川がつくり出す地形や生態

系の恵みと、蛇行河川が引き起こす水害等の自然災害の脅威、これらの恵みや脅

威とともに暮らしてきた人々の営みを紹介している。 

ジオストーリー６では、本地域のアイコンである筑波山が育んだ信仰や芸術

（特に文学）の歴史を紹介しながら、古来変わらない山への畏敬と自然景観への

憧れや親しみ、本地域の原風景を次世代へ残していくことの大切さを伝えてい

る。 

ジオストーリー７では、本地域の地形・地質と関連の深い伝統産業を紹介する

ことで、地場産業を知ることが地域の地形・地質の特徴を知ることにつながると

ともに、本地域に関心や愛着をもち、本地域が抱える課題に気づくきっかけにも

なることを伝えている。 

 以上をまとめると、ジオストーリー１～３では、主に本地域の山・平野・湖の

地形・地質の成り立ちを紹介し、ジオストーリー４と５では、これらの地形・地

質が育む自然の成り立ちとその恵みを紹介している。またジオストーリー６と

７では、本地域の自然景観とその構成要素である石・土・水が育んできた歴史・

文化・産業に焦点を当てている。更にジオストーリー１と５では、本地域の地形・

地質の特性が関連している自然災害についても紹介している。本協議会として

は、地域住民や来訪者がこれらのジオストーリーに触れることで、本地域らしさ

を理解し、誇りや愛着を感じるとともにそれらの保全意識が向上することを期

待している。 

３-３ 筑波山地域ジオパーク推進協議会組織とその体制 

 本協議会は、石岡・笠間・つくば・桜川の４市と、筑波大学、産業技術総合研

究所（産総研）と筑波山神社の３つの団体が集まり、2012 年８月に発足した任

意団体である。翌年７月には、土浦とかすみがうらの２市が加入し、その２ヶ月

後の９月には、日本ジオパーク新規認定に向けて「筑波山地域ジオパーク構想」
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という名称で日本ジオパークネットワーク（JGN）に準会員として加盟した。翌

年の 2014年３月に新規認定申請書を提出し、同年４月にパシフィコ横浜での公

開プレゼン審査に臨み、７月に現地調査を受けた。しかし、ジオパークの理念に

ついての理解不足、地域住民が理解しにくいテーマ設定、ボトムアップの意見集

約が難しい協議会組織、脆弱な事務局体制等の課題を指摘され、８月には日本ジ

オパーク委員会（JGC）から新規認定見送りが伝えられた。 

新規認定見送りから約１年半の間に、ボトムアップ型の意思決定プロセスを

尊重できるよう、まず本協議会内に市民活動部会、地域振興部会、教育・学術部

会の３つの部会を設置した。また総会の構成員に、これら３部会の各部会長と本

協議会事務局が推薦した民間団体代表を追加した。次に、本ジオパークエリアを

山、湖、山と湖をつなぐ平野の３つのゾーンに分け、各ゾーンの空間的な広がり

と繋がりを可視化した。次に、教育・学術部会の協力のもと、地質学的・地形学

的に興味深い 26地点をジオサイトという名称で選定した。また、本地域を特徴

づける地形・地質の特徴とそれらに関連した生態系や歴史・文化に焦点を当て、

本協議会事務局が主体となって本ジオパークのテーマと７つのジオストーリー

を構築した。 

筑波山地域ジオパーク推進協議会の組織図 

 

2016 年４月に新規認定申請書を再提出し、同年５月の幕張メッセでの公開

プレゼン審査と８月の現地調査を受けた。その結果、改めて複数の課題を提示

されたものの新規認定となり「筑波山地域ジオパーク」が誕生した。その後、

2021年２月と 2025年１月にそれぞれ再審査・再認定を受け、現在に至る。 









































6-2　財務計画とスケジュール

上段：スケジュール
下段：予算額（千円）

2025 2026 2027 2028

0 0 0 0

0 100 0 0

100 0 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

180 100 100 100

0 12 12 12

36 36 36 36

◆協議会事務局　～相互連携とパートナーシップの強化に繋がる取組の推進～

期間（年）
大項目 個別目標 個別事業

(1)長期目標の共有と内部ネッ

トワークの強化

①協働・ネットワーキングを重

視した各部会の活動の役割分担

①認定10周年イベントの開催(2)多様な主体が交流できる

場・機会の創出

②「筑波山地域ジオパークの

日」の開催

(3)ジオパークの理念と枠組み

を理解するための場・機会の創

出

①自治体担当者向けジオパーク

研修会の開催

１　持続可能な協議

会運営体制の構築

(4)茨城県、研究機関や民間企

業との連携強化

①連携体制の調整及びパート

ナーシップ協定の検討

①ジオツアー等でのガイド活動

②各市イベントでのジオパーク

PR活動

①スキルアップ講座・研修会等

の実施

①筑波山山頂定番ジオツアーの

開発

(3)認定ジオガイドの活躍の場

の創出

③つくばジオミュージアムの展

示解説

(1)認定ジオガイド間の信頼関

係の構築

(2)地形・地質に偏らない一般

目線の筑波山観光定番ツアー内

容検討

２　認定ジオガイド

の育成

毎年１回定期開催

毎年度初めに定期開催

連携体制調整・構築

パートナーシップ協定

検討→締結

認定10周年

イベント開催

活動の役割分担検討・決定 役割分担に基づく活動推進

パートナーシップ協定に

基づく活動の推進

毎年定期開催（6回程度/年）

検討 開催 検討 開催 検討 開催

適宜開催

各市イベント開催時適宜実施

年間を通じて土日祝日に実施

つくば市予算で対応

各自治体予算で対応
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0 0 0 0

0 50 50 50

100 50 50 50

20 20 20 20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

670 670 200 200

0 0 200 0

0 0 0 0

３　ジオパーク活動

の新たな担い手の発

掘

(1)パートナーシップの基準や

ガイドラインの作成

(2)多様な主体とのパートナー

シップ構築に向けた協働イベン

トの実施

(1)保全対象の明確化 ①サイト等カルテや保全計画策

定用資料の作成

(2)科学的根拠と論理的合理性

の担保

①サイト等関連の文献情報整備

４　地質・自然・文

化遺産の保全に係る

データベースの整備

(4)可視性向上のためのコンセ

プトの再策定

②二次元コードの活用検討

①看板等のトータルデザインの

見直し

(1)つくばジオミュージアムの

役割と機能の抜本的見直し

②英語解説や展示棚等の整備

③企画展の実施

(2)つくばジオミュージアムで

の他の研究・教育機関や団体イ

ベントの開催

５　筑波山地域ジオ

パークの普及・啓発

①規約の変更

①筑波大学ジオキッズゼミナー

ルの開催支援

(3)協議会HPの刷新とSNS発信

情報の整備

②ジオパーク関連会合等の開催

支援

協定等の基準・ガイドライン検討・策定

適宜パートナーシップ協定締結

適宜協定に基づく協働イベントの検討

・開催

サイト等カルテの作成

サイト等関連文献情報の整備

役割及び機能整理 規約変更案検討

→規約変更手続き

展示解説の英訳、新たな展示物検討・整備

適宜開催

適宜開催（パートナーシップ協定検討）

適宜開催（パートナーシップ協定検討）

HP刷新検討→HPリニューアル

適宜情報発信SNS発信情報

再検討

解説板や展示物への活用検討→適宜設置

トータルデザインの

見直し

トータルデザインに基づき

適宜看板等修正

つくば市予算で対応

つくば市予算で対応
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0 1(2)①で計上 0 0

0 100 0 0

0 0 0 200

0 0 2,000 0

0 0 0 2,000

1,106 1,138 2,768 2,768

(10)本地域の無形文化遺産に関

する紹介動画作成

①読み聞かせイベントの開催

②原画展の開催

③ツアーの開催

(6)ジオパーク認定10周年記念

イベントの開催

①ジオパーク関係者と連携した

イベントの開催

(7)ジオパーク認定10周年記念

出版物の編集・発行

(8)『旅と地球』に代わるジオ

パーク観光周遊冊子の編集・作

成

５　筑波山地域ジオ

パークの普及・啓発

(5)絵本「ひみつのてっぺん」

を活用した各種イベント開催

(9)筑波山地域ジオパーク（７

つのジオストーリー）の紹介動

画作成

適宜開催

適宜開催

適宜開催ツアー内容検討

イベント内容

検討・準備

イベント

開催

出版物編集・発行

冊子内容検討→編集・発行

内容検討→動画作成

内容検討→動画作成

つくば市予算で対応

つくば市予算で対応

つくば市予算で対応
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2025 2026 2027 2028

22 22 22 22

68 68 68 68

125 125 125 125

60 60 60 60

0 0 0 0

0 0 0 0

22 22 22 22

120 100 100 100

0 0 100 100

417 397 497 497

①ツアーの受け入れ体制の強

化・対応

(2)地場産業を学び、地域らし

さとは何かを考える

①市民活動部会及びミニジオツ

アーの開催

(3)新たな部会員（特に若い世

代を含む）の加入に向けた取組

強化

①市民活動部会通信の発行

(5)規約や要項等の再検討

個別事業

(1)地域内の有形及び無形の文

化遺産を巡り、多様かつ平等な

社会を知る

①現在の活動内容に対応した規

約や要項の改正

期間

◆市民活動部会　～地域共生社会の実現に向けた交流人口の増加～

大項目 個別目標

①他のジオパークとの交流促進

（他のジオパークへの研修、

ネットワーキング事業）

(2)過去に来訪したジオパーク

との交流イベントの検討

(4)部会そして各部会員の活動

の促進につながる情報発信方法

の整備

②SNS等を活用した情報発信

（活動内容PR）

２　地域外とのネッ

トワーク強化

(1)他地域のジオパークがツ

アー・研修等で来訪した際のお

もてなし

１　地域内でのネッ

トワーク強化

①既存市民団体等との交流・連

携促進（各種イベント等での交

流）

①市民活動部会及びミニジオツ

アーの開催

②交流イベントの検討・開催

部会時開催（年３回程度）

部会時開催（年３回程度）

規約や要項等の再検討→

改正

適宜対応

適宜他のジオパークとの交流

交流イベント内容検討・調整

交流イベント適宜開催

部会時開催（年３回程度）

部会に合わせて発行（年３回程度）

適宜情報発信
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2025 2026 2027 2028

217 185 185 185

60 60 60 60

683 500 500 500

0 0 0 0

0 0 0 0

199 150 150 150

199 150 150 150

0 0 0 0

0 0 0 0

1358 1045 1045 1045

大項目

１　ジオブランド認

定商品の販売戦略の

検討

３　認定事業者間の

交流やパートナー

シップの構築

(1)認定事業者を対象としたジ

オパーク（地域資源）に関する

研修

(2)認定事業者同士の意見交換

会の実施

期間

２　地域らしさの発

信につながる定番ジ

オツアーの開発

(1)地産地消を促すガストロノ

ミーを軸としたツアー

(2)筑波山塊の花こう岩（IUGS

ヘリテージストーン）を軸とし

たツアー

(1)認定商品の売上高増加につ

ながる販路拡大や販売機会の創

出

①交流人口の増加、商品の質の

向上、インターネットや電子決

算の利用

(2)地域資源を活用した認定商

品のブランディング方法の検討

①商品の差別化や提供するサー

ビスの質の向上

①「大地からのおくりもの」の

刷新

②HPでの商品情報・生産者の

声の発信

(4)規約や要項等の再検討

個別目標 個別事業

①現在の活動内容に対応した規

約や要項の改正

(3)認定商品のPR手段の見直し

◆地域振興部会　～地域らしさが伝わる既存商品の改善と新規商品の開発～

内容検討→刷新 見直しを行いながら活用

規約や要項等の再検討→

改正

販路拡大検討・調整⇒販売機会創出

適宜開催（年１回程度）

適宜開催（年１回程度）

発信内容調整⇒HPで発信

適宜開催（年１回程度）

適宜開催（年１回程度）
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2025 2026 2027 2028

0 0 0 0

0 0 0 0

60 30 30 30

0 0 0 0

401 401 401 401

0 0 0 0

30 30 0 0

0 20 20 20

50 0 0 50

0 0 50 0

0 30 30 30

541 511 531 531

４　ジオパーク学習

およびユニバーサル

デザイン（UD）教

育の推進

(3)両部会内への分科会の設

置、活動方針の決定と活動の試

走

大項目 個別目標 個別事業

(1)誰もが参加できる「地域資

源談話会」の定期開催

(2)気候変動、防災や環境保全

等に関連した特別講演会の企画

３　地球科学の専門

知識の社会への還元

(1)教員向けジオパーク研修会

の実施（教育委員会との連携含

む）

(2)ジオパーク副読本・教材の

作成

①学校教育分科会での検討・作

成

(3)地域の農業の現状と課題に

着目した副読本の作成

(4)世代の違いや障害の有無を

問わないUD環境の整備

①UD分科会での検討・整備

(1)学術助成研究制度の内容・

運営方法の見直し

１　部会再編

(4)規約および内規の改訂 ①活動内容に対応した規約や内

規の改正

２　地域資源（地

質・自然・文化遺

産）の学術的価値づ

け

期間

◆教育・学術部会　～地質遺産の価値と地球科学関連の国際課題に係る普及・啓発～

(1)現部会員の学識委員への移

行

(2)学術部会と教育部会への分

離

部会体制調整⇒移行

部会体制調整⇒分離

分科会の設置→

活動試走

規約や内規等の再検討

→改正

本格的な分科会活動開始

内容・

運営方法

見直し

学術助成研究制度実施

適宜開催（毎月１回程度）

特別講演会企画→開催（１回程度）

研修会の開催（年１回程度）

副読本・教材内容検討→作成

副読本内容検討→作成

環境整備内容検討・整備
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筑波山地域ジオパークの地質サイト一覧

番号 地質サイトの名称
エリア
（旧ジオサイト）

ゾーン 関連自治体
関連ジオ
ストーリー

関連する法的保護規制
利用目的
（地質サイトのみ）

1 加波山山頂の花こう岩 加波山・足尾山 山 桜川・石岡 2, ６ 水郷筑波国定公園（第2種特別地域）
観光
レクリエーション

2 薬王院の花こう岩とゼノリス 酒寄・椎尾 山 桜川 2, ６
水郷筑波国定公園（第2種特別地域）
県指定天然記念物（椎尾山薬王院の樹叢）

観光
レクリエーション

3 筑波山山頂の斑れい岩 筑波山山頂 山 つくば １, ２, ６ 水郷筑波国定公園（特別保護地区）
観光
レクリエーション

4 筑波山梅林の花こう岩と山麓緩斜面堆積物 筑波山南麓 山 つくば 1, ６ 水郷筑波国定公園（普通地域）
観光
レクリエーション

5 宝篋山の雲母片岩 平沢・宝篋山 山 つくば 2, ７ 水郷筑波国定公園（第2種特別地域）
観光
レクリエーション

6 東城寺の雲母片岩とアプライト脈 山ノ荘 山 土浦 2, ７ 水郷筑波国定公園（第2種特別地域）
観光
レクリエーション

7 雪入のペグマタイトと雲母片岩 雪入・三ツ石 山 かすみがうら 2, ７ 水郷筑波国定公園（普通地域）
観光
レクリエーション

8 三ツ石の花こう岩 雪入・三ツ石 山 かすみがうら 1，2 水郷筑波国定公園（普通地域）
観光
レクリエーション

9 御野立所の雲母片岩 閑居山・権現山 山 かすみがうら 2
水郷筑波国定公園（普通地域）
かすみがうら市指定文化財（御野立所）

地質遺産の保護

10 龍神山・波付岩の雲母片岩 龍神山・波付岩 山 石岡 2
観光
レクリエーション

11 峰寺山の球状花こう岩 峰寺山・十三塚 山 石岡 ２, 6
水郷筑波国定公園（普通地域）
県指定天然記念物（球状花崗岩）

地質遺産の保護

12 鳴滝の雲母片岩 吾国山・愛宕山 山 石岡 2 吾国愛宕県立自然公園（普通地域）
観光
レクリエーション

13 愛宕山の雲母片岩 吾国山・愛宕山 山 笠間 2 吾国愛宕県立自然公園（第２種特別地域）
観光
レクリエーション

14 難台山の花こう岩 吾国山・愛宕山 山 笠間 2 吾国愛宕県立自然公園（第１種特別地域）
観光
レクリエーション

15 滝野不動堂の結晶質石灰岩 笠間盆地 山 笠間 2
観光
レクリエーション

16 佐白山の花こう岩 笠間盆地 山 笠間 2 笠間県立自然公園（第1種特別地域）
観光
レクリエーション

17 柊山のスカルン鉱床 稲田・福原 山 笠間 ２, ７ 地質遺産の保護

18 歩崎の古東京湾堆積物 歩崎 平野・湖 かすみがうら ３, ５
水郷筑波国定公園（第2種特別地域）
県指定文化財（歩崎）

教育
レクリエーション

19 崎浜・川尻の古東京湾カキ化石床 崎浜・川尻 平野・湖 かすみがうら 3
観光
レクリエーション

20 花室川のナウマンゾウ化石産地 花室川 平野 つくば 3 地質遺産の保護

21 桜川の古鬼怒川堆積物 桜川中流 平野 つくば 3
教育
レクリエーション

22 六斗の古東京湾貝化石層 六斗 平野 つくば 3, ７ 地質遺産の保護

付表１



筑波山地域ジオパークの自然遺産、有形・無形文化遺産一覧

番号
分類
カテゴリー

遺産等の名称
エリア
（旧ジオサイト）

ゾーン 関連自治体
関連ジオ
ストーリー

関連する法的保護規制

1 自然遺産 磯部桜川公園 高峯・富谷山 山・平野 桜川 国指定文化財（桜川・桜川のサクラ）

2 自然遺産 筑波高原キャンプ場（※期間限定） 羽鳥 山 桜川 4 水郷筑波国定公園（普通地域）

3 自然遺産 筑波山塊のブナ林（筑波山） 筑波山山頂 山 つくば 4 水郷筑波国定公園（特別保護地区）

3 自然遺産 筑波山塊のブナ林（吾国山） 吾国山・愛宕山 山 笠間 4
吾国愛宕県立自然公園（第２種特別地域）
市指定文化財(吾国山のカタクリ群生地）

4 自然遺産 筑波山中腹の常緑広葉樹林（薬王院） 酒寄・椎尾 山 桜川 1, ３, 4
県指定天然記念物
水郷筑波国定公園（第2種特別地域）

4 自然遺産 筑波山中腹の常緑広葉樹林（大御堂） 筑波山南麓 山 つくば 1, ３，4 水郷筑波国定公園（第２種特別地域）

4 自然遺産 筑波山中腹の常緑広葉樹林（筑波山神社） 筑波山南麓 山 つくば 4
水郷筑波国定公園（第２種特別地域）
市指定天然記念物（マルバクス・ホシザキユキノシタ）

5 自然遺産 雪入ふれあいの里公園 雪入・三ツ石 山 かすみがうら 7 水郷筑波国定公園（普通地域）

6 自然遺産 佐白山の暖温帯林 笠間盆地 山 笠間 4 笠間県立自然公園（第1種特別地域）

7 自然遺産 川口公園 上郷 平野 つくば 5

8 自然遺産 高崎自然の森 六斗 平野 つくば

筑波・鶏足山塊の寺社（小山寺） 高峯・富谷山 山 桜川 6
国指定文化財（三重塔）
県指定文化財（本殿・仁王門・鐘楼など）
市指定文化財（木造釈迦入涅槃像など）

筑波・鶏足山塊の寺社（加波山神社本宮） 加波山・足尾山 山 桜川 ２，6

筑波・鶏足山塊の寺社（薬王院） 酒寄・椎尾 山 桜川 ２，6
県指定文化財（三重塔・十一面観音菩薩坐像）
市指定文化財（本堂・仁王門）

筑波・鶏足山塊の寺社（筑波山神社） 筑波山南麓 山 つくば １，6 市指定文化財（隋神門）

筑波・鶏足山塊の寺社（東城寺） 山ノ荘 山 土浦 ６，７ 県指定文化財（木造広智上人坐像）

筑波・鶏足山塊の寺社（西光院） 峰寺山・十三塚 山 石岡 6
県指定文化財（本堂・木造立木観音菩薩像）
市指定文化財（峰寺の梵鐘）

筑波・鶏足山塊の寺社（愛宕神社） 吾国山・愛宕山 山 笠間 6

2 有形文化遺産 土浦城跡 土浦 平野・湖 土浦 ３, ５, ７ 県指定文化財（土浦市内西町 土浦城跡及び櫓門）

3 有形文化遺産 旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ 土浦 平野・湖 土浦 ５, ７ 市指定文化財

4 有形文化遺産 土浦の街並み 土浦 平野・湖 土浦 7 国指定登録有形文化財（旧大徳呉服店店蔵北棟など）

5 有形文化遺産 上高津貝塚 上高津 平野・湖 土浦 3 国指定文化財

6 有形文化遺産 金村別雷神社 上郷 平野 つくば ５, ７
県指定文化財（本殿(附棟札1枚)・本殿覆屋）
市指定文化財（拝殿・神楽殿・回廊）

7 有形文化遺産 真壁城跡 加波山・足尾山 平野 桜川 ３, ５, ７ 国指定文化財

8 有形文化遺産 真壁の町並み 加波山・足尾山 平野 桜川 7
国選定重要伝統的建造物群保存地区
国指定登録有形文化財（潮田家住宅見世蔵など）

9 有形文化遺産 酒寄観光みかん園 酒寄・椎尾 山 桜川 1

10 有形文化遺産 銚子の碇 筑波山山頂 山 つくば 6 水郷筑波国定公園（特別保護地区）

11 有形文化遺産 徳川家寄進の建物等（御神橋等） 筑波山南麓 山 つくば 5 県指定文化財（神橋・厳島神社本殿など）

12 有形文化遺産 夫女ヶ石 筑波山南麓 山 つくば １，6

13 有形文化遺産 筑波山ろくの湧水（御神水・杉の井） 筑波山南麓 山 つくば 7

14 有形文化遺産 筑波山千寺川砂防堰堤群 筑波山南麓 山 つくば １，3

15 有形文化遺産 八幡塚古墳 筑波山南麓 平野 つくば ６，７ 県指定文化財

16 有形文化遺産 平沢官衙遺跡 平沢・宝篋山 平野 つくば ２，7 国指定文化財

17 有形文化遺産 平沢周辺の古墳 平沢・宝篋山 山・平野 つくば ２，8 市指定文化財（佐都ヶ岩屋古墳）

18 有形文化遺産 小田城跡 平沢・宝篋山 平野 つくば ３, ５, ７ 国指定文化財

19 有形文化遺産 宝篋山周辺の石造物 平沢・宝篋山 山・平野 つくば ２，7 県指定文化財（石造燈籠・石造宝篋印塔など）

20 有形文化遺産 北条の街並み 平沢・宝篋山 平野 つくば ５，6 国指定登録有形文化財（宮本家住宅店蔵など）

21 有形文化遺産 東城寺周辺の石造物 山ノ荘 山・平野 土浦 ６，７ 県指定文化財（六地蔵法幢・石造燈籠・石造五輪塔）

22 有形文化遺産 師付の田井 閑居山・権現山 平野 かすみがうら 6, ７ 市指定文化財

23 有形文化遺産 十三塚果樹団地 峰寺山・十三塚 山 石岡 1

24 有形文化遺産 瓦塚窯跡 八郷盆地 山・平野 石岡 ５, 7 国指定文化財

25 有形文化遺産 笠間城跡 笠間盆地 山 笠間 １, ２, ７ 市指定文化財

26 有形文化遺産 笠間の街並み 笠間盆地 平野 笠間 ５, 7

27 有形文化遺産 笠間焼発祥に係わる登窯 笠間盆地 平野 笠間 7 市指定文化財

28 有形文化遺産 常陸国府関連遺跡 高浜・石岡 平野 石岡 1, 6 国指定文化財（常陸国分尼寺・常陸国府跡）

高浜・石岡 平野・湖 石岡 ３, ６, ７
国指定文化財（舟塚山古墳）
県指定文化財（府中愛宕山古墳）

歩崎 平野・湖 かすみがうら ３, ６, ７ 県指定文化財（富士見塚古墳）

30 有形文化遺産 崎浜の横穴群 崎浜・川尻 平野・湖 かすみがうら ３, 7 市指定文化財（崎浜横穴群）

31 有形文化遺産 高浜神社 高浜・石岡 平野・湖 石岡 ３, ６, ７ 市指定文化財（本殿・拝殿(附絵馬・2面)

32 有形文化遺産 石岡の街並み 高浜・石岡 平野 石岡 7 国指定登録有形文化財（丁子屋店舗兼住宅など）

1 無形文化遺産 真壁石燈籠づくりにおける18の伝統的技術・技法 加波山・足尾山 山・平野 桜川 7 国の伝統的工芸品（真壁石燈籠）

2 無形文化遺産 砂と粘土を用いた梵鐘づくりの技術・技法 加波山・足尾山 山・平野 桜川 7

3 無形文化遺産 がまの油売り口上 筑波山南麓 山 つくば・土浦 １, ６ 市指定文化財

4 無形文化遺産 水車杉線香づくりの技術 峰寺山・十三塚 山 石岡 7

5 無形文化遺産 茅採取・筑波流茅葺きの営み 八郷盆地 平野 石岡
国選定保存技術「茅採取」
ユネスコ無形文化遺産「伝統建築工匠の技：
　木造建造物を受け継ぐための伝統技術」

6 無形文化遺産 八郷いぶし瓦づくりの技術 八郷盆地 平野 石岡 7

7 無形文化遺産 笠間焼の装飾技術・技法 笠間盆地 平野 笠間 2 国の伝統的工芸品（笠間焼）

歩崎 湖 かすみがうら 7

田村・沖宿 湖 土浦 7

国選択「記録作成等の措置を講ずべき
　無形・民俗文化財」

1 有形文化遺産

29 有形文化遺産 高浜入りの古墳

8 無形文化遺産 霞ヶ浦の帆引網漁の技術

付表２


